
埼玉県　横瀬町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
) グラフ凡例

法適用 下水道事業 特定地域生活排水処理 K3 非設置 7,601 49.36 153.99 ■ 当該団体値（当該値）

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 処理区域内人口(人) 処理区域面積(km

2
) 処理区域内人口密度(人/km

2
) － 類似団体平均値（平均値）

- 56.44 11.58 100.00 3,520 872 4.33 201.39 【】 令和6年度全国平均

※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

経営比較分析表（令和6年度決算）

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

2. 老朽化の状況について

2. 老朽化の状況

全体総括

①経常収支比率
　収益的支出では経常的費用のほか、減価償却費の計上などがあったが、収益
的収入の浄化槽使用料に加え、一般会計補助金（基準内＋経営安全のための基
準外繰入金）を計上したことで、経常収支比率は101.54%となった。しかしなが
ら、一般会計からの繰入金に依存していることには変わりないため、今後は特
環下水道事業と調整しながら使用料の改定について検討していく。
②累積欠損金比率
　令和5年度末時点の累積欠損金2,821千円について、当年度当期純利益548千円
で相殺したため、当年度未処理欠損金が2,273千円となり、累積欠損金比率が
21.29%となった。今後も継続して事業運営による利益をもって埋められるよう
取り組んでいく。
③流動比率
　一般会計からの繰入金を計上することにより企業債償還金や未払金などの流
動負債に対応できるほどの現金預金残高を確保しているため、当年度の流動比
率は288.36%で類似団体平均値を大きく上回っている。今後予定されている建設
改良や企業債償還金の見込みなど、多額の支出にも対応できるよう現金預金残
高を注視し、事業を継続できるようにしていく。
④企業債残高対事業規模比率
　当年度は浄化槽設置基数の増に伴い、企業債の新規借入額15,800,000円を計
上したため、令和6年度末の企業債残高は89,479,023円となった。浄化槽使用料
に対して高い比率となっているが、企業債の定時償還により既存借入分の償還
が順次終了していることから今後は企業債残高が減少し、企業債残高対事業規
模比率も減少傾向となることが見込まれる。
⑤経費回収率
　浄化槽の維持管理費のうち清掃業務委託に多額の費用がかかり、使用料収入
で負担しきれない状況である。現状、周辺自治体に比べ多額の使用料を徴収し
ており大幅な改定は困難であるため、維持管理費の削減について検討すること
が必要である。
⑥汚水処理原価
　浄化槽管理基数に比例して浄化槽費における汚水処理費が増加傾向となって
いるため、当年度の汚水処理原価は293.45円となったが類似団体平均値を62.53
円下回っている。今後も効率的な施設運営による維持管理費の削減や使用料収
入の確保に取り組む必要がある。
⑦施設利用率
　浄化槽の処理能力量のうち、実際に処理している量（処理量）の割合を示す
値である。人口や世帯員数といった自然要因により処理量が減少しやすい傾向
にあるが、令和2年度より浄化槽の人槽ごとの処理能力と管理基数から数値を算
出しており、より正確な数値となっている。
⑧水洗化率
　処理区域内人口のうち、水洗便所設置済人口の割合を示す値である。当該事
業の現在排水区域内人口及び現在処理区域内人口は、浄化槽設置済人口と同じ
値となり、浄化槽設置済人口は、水洗便所設置済人口と同じ値となるため、常
に100％となっている。

①有形固定資産減価償却率
　令和6年度は法適用2年目であり減価償却が進行しているが、
有形固定資産減価償却率は7.80%と低い数値となっており、全
国平均及び類似団体平均値を大きく下回っている。当町の特定
地域生活排水処理事業は、平成26年10月から整備を開始したも
のであり、当該事業によって新たに設置をした浄化槽は、現時
点では老朽化による更新は実施されていない。
　また、帰属により町が受け入れた合併処理浄化槽については
老朽化が原因により浄化槽本体内部の部品等の故障が数件発生
しているため、修繕の対象となっている。
　今後も浄化槽法に規定されている保守点検、清掃、法定検査
等を実施し老朽化の状況を把握するとともに浄化槽本体やブロ
アについては、保守点検等の結果に基づき、必要に応じて修繕
等を行い浄化槽の機能が適正に発揮されるよう維持管理してい
く。
②管渠老朽化率
該当なし
③管渠改善率計上なし
該当なし

　当町の特定地域生活排水処理事業（横瀬町浄化槽設置管理事
業）は、浄化槽処理促進区域（下水道全体計画区域を除いた町
内全域）において合併処理浄化槽を設置、維持管理するもの
で、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、併せて生
活環境の保全及び地域公衆衛生の向上を図るため必要不可欠な
事業である。
　事業開始から11年目となる令和6年度末時点において、管理
している浄化槽は290基となっている。使用料収入は、設置人
槽に応じた定額制のため、設置基数に比例して増加している。
　支出については、年々維持管理費用が増加傾向にあるため、
事業運営が厳しい状況となるが、令和3年度より、浄化槽の使
用状況に応じて、汚泥の引抜量を適量とする方法を導入し、維
持管理費用の削減を実施している。引き続き、安定した経営を
図るため、維持管理費の削減に取り組んでいく。
　収入については、経費回収率及び汚水処理原価の改善のた
め、今後もホームページや町広報誌への掲載、戸別訪問等によ
る啓発活動を積極的に行い、管理基数を増やすことで使用料収
入を増加させ、安定した経営を図っていく。
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②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【100.06】 【84.61】 【106.63】 【386.06】

【84.89】【54.37】【329.31】【51.14】

【26.38】 【-】 【-】


